
1 

私設取引システム取引説明書 新旧対照表（2022 年 6 月 27 日） 

(下線部分変更箇所) 

新（改定後） 旧（改定前） 

 
P1 

本説明書は、お客様が株式会社 SBI 証券(以下、｢当社｣
という。)を通じてジャパンネクスト証券株式会社及び大阪デ
ジタルエクスチェンジ株式会社（以下、「PTS 運営業者」とい
う。）が運営する私設取引システムにおいて有価証券の売
買取引を行うにあたり必要な事項を説明するものです。お
客様は、本説明書(私設取引システム取引説明書)及び当
社が別に定める｢私設取引システム取引約款｣の内容をお
読みいただき、PTS の仕組みやリスク等を十分に理解の
上、お取引くださいますようお願いいたします。 

 
1. 私設取引システム取引の概要 

PTS 運営業者が運営する私設取引システム (以下、
｢PTS｣という。)における取引(以下、｢PTS 取引｣という。)は、
金融庁の認可を受け、日本証券業協会の定める｢上場株
券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則｣
等に従って行われる取引所金融商品市場外取引です。
PTS 運営業者が運営する PTS の場合、PTS 運営業者のコ
ンピュータ･システム上お客様の提示した指値が、取引の相
手方となる他の注文の指値と一致する場合に、当該お客様
の提示した指値を用いて売買を成立させる取引になりま
す。 

 
2. 取引の方法 ～ 8. その他ご留意事項 
   

PTS 運営業者 （※本文中の複数個所変更同じ） 
（略） 
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4.取引ルール 

主な取引のルールは以下のとおりです。 

項目 内容 

1. PTS 市場の
種類 

PTS は取引参加者の選別により次の 3
種類からなります。 
１． ジャパンネクスト社 PTS 第 1 市場

(J-Market) 
２． ジャパンネクスト社 PTS 第 2 市場

(X-Market) 
３． 大阪デジタルエクスチェンジ社 PTS

市場（ODX） 
 
各 PTS 市場の比較 
 

 J-Market X-Market・ODX 
 

（略） 
 

2. 取扱銘柄 （略） 

3. 取引の種類 現物及び信用取引。 

4. 運営時間・取
引可能時間 

【現物取引】 

（略） 

J-Market はデイタイム・セッション及び

ナイトタイム・セッションにおいて、

X-Market 及び ODX はデイタイム・セッ

 
   

本説明書は、お客様が株式会社 SBI 証券(以下｢当社｣と
いう。)を通じてジャパンネクスト証券株式会社(以下、｢ジャ
パンネクスト社｣という。)が運営する私設取引システムにお
いて有価証券の売買取引を行うにあたり必要な事項を説明
するものです。お客様は、本説明書(私設取引システム取引
説明書)及び当社が別に定める｢私設取引システム取引約
款｣の内容をお読みいただき、PTS の仕組みやリスク等を
十分に理解の上、お取引くださいますようお願いいたしま
す。 

 
1. 私設取引システム取引の概要 

ジャパンネクスト社が運営する私設取引システム(以下、
｢PTS｣という。)における取引(以下、｢PTS 取引｣という。)は、
金融庁の認可を受け、日本証券業協会の定める｢上場株
券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則｣
等に従って行われる取引所金融商品市場外取引です。 
ジャパンネクスト社が運営する PTSの場合、ジャパンネクス
ト社のコンピュータ･システム上お客様の提示した指値が、
取引の相手方となる他の注文の指値と一致する場合に、当
該お客様の提示した指値を用いて売買を成立させる取引
になります。 

 
2. 取引の方法 ～ 8. その他ご留意事項 
 

ジャパンネクスト社  （※本文中の複数個所変更同じ） 
（略） 

 
 

4.取引ルール 

主な取引のルールは以下のとおりです。 

項目 内容 

1.PTS 市場の
種類 

PTS は取引参加者の選別により次の 2
種類からなります。 
１． PTS 第 1 市場(J-Market) 
 
２． PTS 第 2 市場(X-Market) 

 
（追加） 

 
 
PTS 第 1 市場(J-Market)と PTS 第 2 市
場(X-Market)の比較 

 PTS第1市場
（J-Market） 

PTS 第 2 市場
（X-Market） 

（略） 

    

2. 取扱銘柄 （略） 

3. 取引の種類 現物および信用取引。 

4. 運営時間・
取引可能時間 

【現物取引】 

（略） 

PTS 第 1 市場(J-Market)はデイタイム・

セッションおよびナイトタイム・セッション、

PTS 第 2 市場(X-Market)はデイタイム・

セッションのみ運営されます。 
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ションのみで運営されます。 

（略） 

5. 注文の方法
及び種別 

（略） 

なお、J-Market への執行を希望される

際には、必ず PTS 取引で注文する旨を

明示してください。 

※X-Market 及び ODX を指定したご注

文を行うことはできません。 

（略） 

6. 注文に係る
規制 

（略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦注文値段が、下記 8.に記載する値幅

制限を超える場合は、当該注文を受け

付けないこととします。 

（略） 

7. 売買価格の
決定方法及び
約定方法 

（略） 

8. 値幅制限 （略） 

（略） 

12. 受渡し及び
決済 

(イ ) 売買取引

の決済日 

 

デイタイム･セッションにおいて約定した

取引の場合は約定日から起算して 2営

業日目に、ナイトタイム･セッションの場

合は約定日から起算して 3 営業日目

に、それぞれ決済を行ないます。(下図

現物取引イメージ) 

(略) 

13. 売買取引の
停止または制限 

（略） 

14. 価格情報の
開示 

（略） 

15. PTS 信用に
関する事項 

PTS 信用取引の制度設計は、基本的

に東京証券取引所の開設する金融商

品市場で行われる信用取引の制度と

同じ仕組みとなります。 

■PTS 信用取引の種類について 

・PTS 一般信用取引 

・PTS 制度信用取引 

ただし、PTS 一般信用取引の新規注

文については、「上場株券等の取引所

金融商品市場外での売買等に関する

規則」によりジャパンネクスト社及び大

阪デジタルエクスチェンジ社が運営す

る PTS に取次ぎができません。 

（略） 

■PTS 信用取引に係る空売り注文に

ついて 

（略） 
 

5. 注文の方法
及び種別 

（略） 

なお、PTS 第 1 市場(J-Market)への執

行を希望される際には、必ず PTS 取引

で注文する旨を明示してください。 

※PTS 第 2 市場(X-Market)を指定したご

注文を行うことはできません。 

（略） 

6. 注文に係る
規制 

（略） 

♦原則として、一回に受注する注文金額

の上限額（当社のＷＥＢサイト上でご案

内しております。）を設定し、当該上限額

を超える場合には、当該注文を受け付け

ないこととします。また、SOR 対象銘柄に

ついて、SOR 注文として受注する場合

は、一回に受注する注文金額の上限額

（当社のＷＥＢサイト上でご案内しており

ます。）を設定し、当該上限額を超える場

合には、当該注文を SOR 注文として受

け付けないこととします。 

♦注文値段が、下記 9.に記載する値幅制

限を超える場合は、当該注文を受け付

けないこととします。 

（略） 

7. 売買価格の

決定方法及び

約定方法 

（略） 

8. 値幅制限 （略） 

（略） 

12. 受渡し及び
決済 

(イ ) 売買取引

の決済日 

 

デイタイム･セッションにおいて約定した

取引の場合は約定日から起算して 3営

業日目に、ナイトタイム･セッションの場

合は約定日から起算して 4 営業日目

に、それぞれ決済を行ないます。(下図

現物取引イメージ) 

（略) 

13. 売買取引の
停止または制限 

（略） 

14. 価格情報の
開示 

（略） 

15. PTS 信用に
関する事項 

PTS 信用取引の制度設計は、基本的

に東京証券取引所の開設する金融商

品市場で行われる信用取引の制度と

同じ仕組みとなります。 

■PTS 信用取引の種類について 

・PTS 一般信用取引 

・PTS 制度信用取引 

ただし、PTS 一般信用取引の新規注

文については、「上場株券等の取引所

金融商品市場外での売買等に関する

規則」により、ジャパンネクスト社が運

営する PTS に取次ぎができません。 

 

（略） 

■PTS 信用取引に係る空売り注文に

ついて 
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 （略） 

※なお、この場合、「法第三十条第一

項の認可を受けた金融商品取引業者

の定める売買単位」となるため、東京

証券取引所と PTS の売買単位が異な

る銘柄の場合は、PTS 運営業者の定

める売買単位の 50 倍以内となります。 

 

 
（略） 

 
 (2022 年 6 月 27 日) 

 

 （略） 

※なお、この場合、「法第三十条第一

項の認可を受けた金融商品取引業者

の定める売買単位」となるため、東京

証券取引所と PTS の売買単位が異な

る銘柄の場合は、ジャパンネクスト社

の定める売買単位の 50 倍以内となり

ます。 

 

（略） 

 
（2020 年 7 月 6 日） 

 

以上 

 
P11 

別表 2：呼値の単位 

 

新（改定後） 

 

株価水準 J-Market/ 

X-Market 及び ODX※  

X-Market 及び ODX 

TOPIX100 構成銘柄 

（略） 

※X-Market 及び ODX の TOPIX100 構成銘柄以外の銘柄 

 

 

旧（改定前） 

 

株価水準 PTS 第 1 市場(J-Market)/ 

PTS 第 2 市場(X-Market) ※ 

PTS 第 2 市場（X-Market） 

TOPIX100 構成銘柄 

（略） 

※PTS 第 2 市場（X-Market）の TOPIX100 構成銘柄以外の銘柄 

 

 

 

 


